
● 共通書類（１部）
● 中小企業等協同組合等
1 埼玉県 34 蓮田市
5 川口市 38 日高市
11 本庄市 40 ふじみ野市
12 東松山市 50 鳩山町
17 深谷市 52 横瀬町
18 上尾市 56 美里町
22 戸田市 57 神川町
28 桶川市 58 上里町
29 久喜市 60 宮代町
30 北本市

【 別冊２ 】 業種入替第１回

令和５・６年度
建設工事請負等競争入札参加資格審査

添付書類一覧
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 共通書類（１部）
書類名 摘要

経営事項審査の総合評定値
通知書の写し（２部）

・申請日現在有効なもので、複数ある場合は最新のもの
を提出してください（総合評定値通知書の有効期間は、
審査基準日から１年７か月です。）

建設業許可通知書の写し
　又は
許可証明書(写し可)

・申請日現在で有効なすべての業種について提出してく
ださい。
・許可通知書（証明書）の商号・代表者等が現状と異な
る場合、行政庁の収受印が押されている変更届等の写し
を提出してください。

※更新中の場合は、更新前の許可通知書（証明書）と行
政庁の収受印が押されている更新申請書の写しも提出し
てください。

共通書類に関する問合せ先
埼玉県 総務部 入札審査課 審査担当（工事）
ＴＥＬ：０４８－８３０－５７７１　／　ＦＡＸ：０４８－８３０－４９１４

建設業許可に係る申請書類
の写し
（1）建設業許可申請書
　　　　　（様式第１号）
（2）営業所一覧表
　　　　　（別紙二）

・申請日現在で有効なすべての業種・許可区分（般・
特）を含む申請書類を提出してください。（新規・更
新、業種追加、般・特新規）
・（1）は、許可行政庁の収受印が押されているものに限
ります。収受印が表紙に押されている場合は表紙も必要
です。

※更新中の場合は、更新前の許可通知書（証明書）と更
新申請書（行政庁の収受印が押されているもの）の写し
を提出してください。
※建設業許可の申請内容（商号・代表者・所在地・業
種・建設業法施行令第3条に規定する使用人等）に変更が
あった場合は建設業許可の変更届出書（様式第22号の
2）・廃業届（様式第22号の4）（どちらも行政庁の収受
印が押されているもの）の写しも提出してください。
※電子申請で収受印が無い場合はＪＣＩＰの申請・届出
内容画面を印刷したものを提出してください。

資格情報を証明する書類の
写し

・「電気工事業」「管工事業」「電気通信工事業」「消
防施設工事業」の一部の受注希望工事を申請する場合、
提出してください。
・管工事業の浄化槽工事は申請する事業所で届出が必要
です。変更がある場合は変更届の写しの提出も必要で
す。

※申請の手引５～６ページ参照。
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 中小企業等協同組合等の申請書類

書類名 摘要

【 官公需適格組合の算出方法の特例を希望する場合 】

埼玉県、さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須
市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨
市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮
市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野
市、白岡市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山
町、ときがわ町、横瀬町、美里町、神川町、上里町、寄居町、宮代町、杉戸町、松伏町、越
谷・松伏水道企業団、戸田ボートレース企業団、秩父広域市町村圏組合、埼玉西部消防組合
(今回参加していない自治体名も含みます。)

中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合のうち、建設業法第３条の規定による建設業許
可を受け、かつ、官公需適格組合の証明を受けた方で、官公需適格組合の算出方法の特例を
希望する方は、「共通書類」、「各自治体提出書類」の他に、下表の書類を提出してくださ
い。なお、特例計算を行っているのは、次の自治体です。（書類は、申請する自治体数分必
要です。）

官公需適格組合証明書の写
し

・官公需適格組合の算出方法の特例が受けられるのは、
官公需適格組合証明書に記載されている業種のみです。

経営事項審査の総合評定値
通知書の写し

・組合と組合員（５以内）のもの
・申請日現在有効なもので、複数ある場合は最新のもの
を提出してください。（総合評定値通知書の有効期間
は、審査基準日から１年７か月です。）

官公需適格組合資格審査数
値計算表（様式Ｃ２）

・作成する際は、当該組合のほか、５以内の組合員の経
営事項審査結果通知書から必要な事項を記入してくださ
い。
・「自己資本額」欄、「利益額」欄のそれぞれの「特例
適用後数値」欄は、合計した数値を記入してください。
・「経営状況評定」欄、「社会性等評点」欄のそれぞれ
の「特例適用後数値」欄は、小数点第１位を四捨五入し
た平均値を記入してください。
・「建設工事の種類別年間平均完成工事高」欄と「建設
工事の種類別年間平均元請完成工事高」欄は、合計した
数値を記入してください。
・「建設工事の種類別技術者数」欄の「数値特例」欄
は、記入した技術者の合計数値を記入してください。
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建設工事請負個別情報
＜業種入替用＞（様式Ｂ）

埼玉県に申請するすべての者が対象

埼玉県提出書類に関する問合せ先

ＴＥＬ：０４８－８３０－５７７１　　ＦＡＸ：０４８－８３０－４９１４

経営事項審査の総合評定値
通知書の写し（組合と組合
員のもの）

官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

建設工事請負個別情報
（様式Ｃ１）

埼玉県に申請するすべての者が対象

官公需適格組合証明書の写
し

官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

官公需適格組合資格審査数
値計算表（様式Ｃ２）

官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

埼玉県 総務部 入札審査課 審査担当（工事）

 １ 埼玉県
書類名 摘要
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(ＴＥＬ：０４８－２５８－１２３７、ＦＡＸ：０４８－２５８－６１６１)

建設工事請負個別情報
（様式Ｃ１）

・すべての事業者において提出が必要です。

官公需適格組合証明書の写し
・官公需適格組合の算出方法の特例を希望する事業者のみ
提出が必要です。
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

経営事項審査の総合評定値通
知書の写し（組合と組合員の
もの）

・官公需適格組合の算出方法の特例を希望する事業者のみ
提出が必要です。
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

経営事項審査の総合評定値
通知書の写し

・申請日現在有効なもので、複数ある場合は最新のも
の。
(総合評定値通知書の有効期間は、審査基準日から１年７
か月です。)

建設業許可通知書の写し又
は許可証明書＜写し可＞

・申請日現在で有効な全ての業種について許可通知書の
写し（証明書）を提出してください。

・許可通知書（証明書）の商号・代表者等が現状と異な
る場合、行政庁の収受印が押されている変更届等の写し
を提出してください。※１

※「経営事項審査の総合評定値通知書の写し」と許可番
号・許可区分（般・特）が違う場合は、「経営事項審査
の総合評定値通知書の写し」に該当する許可通知書（又
は証明書）も提出してください。

建設業許可に係る申請書類
の写し
（1）建設業許可申請書
　　　　　（様式第１号）
（2）営業所一覧表
　　　　　（別紙二）

・申請日現在有効な全ての業種・許可区分（般・特）を
含む申請書類の写しを提出してください。（新規・更
新、業種追加、般・特新規）
・建設業許可申請書については、許可行政庁の受理印が
押印されているもの。受理印が表紙に押されている場合
は表紙も必要です。※１

※更新中の場合は、建設業許可申請書に加えて更新申請
書（行政庁の受理印のある）の写しを提出してくださ
い。※１
※建設業許可の申請内容（商号・代表者・所在地・業
種・使用人等）に変更があった場合は建設業許可の変更
届出書（様式第22号の2）・廃業届（様式第22号の4）
（行政庁の受理印のある）の写しも提出してください。
※１

・すべての事業者において提出が必要です。

 ５ 川口市
書類名 摘要

建設工事請負個別情報
＜業種入替用＞（様式Ｂ）

官公需適格組合資格審査数値
計算表（様式Ｃ２）

・官公需適格組合の算出方法の特例を希望する事業者のみ
提出が必要です。
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

川口市提出書類に関する問合せ先
川口市理財部契約課工事契約係

※１　電子申請で収受印が無い場合はＪＣＩＰの申請・届出内容画面を印刷したものを提
出してください。
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摘要

建設工事請負個別情報
＜業種入替用＞（様式Ｂ）

・本庄市に申請するすべての者が対象

建設工事請負個別情報
（様式Ｃ１）

・本庄市に申請するすべての者が対象

工事経歴書（様式Ｃ３）
・提出は任意です。
・申請工事業種ごとに必ず１枚で提出をお願いします。

本庄市提出書類に関する問合せ先
本庄市企画財政部財政課契約検査係
TEL：0495-25-1165　FAX：0495-22-0602

 １１ 本庄市

・申請日現在で有効な全ての業種を含む許可通知書の写
し（証明書）を提出してください。
※３と許可番号・許可区分（般・特）が違う場合は３に
該当する許可通知書（証明書）も添付してください。

建設業許可に係る申請書類
の写し
（1）建設業許可申請書
　　　　　（様式第１号）
（2）営業所一覧表
　　　　　（別紙二）

・申請日現在有効な全ての業種・許可区分（般・特）を
含む申請書類の写しを提出してください。（新規・更
新、業種追加、般・特新規）
・許可行政庁の受理印が押印されているもの。受理印が
表紙に押されている場合は表紙も必要です。

※　更新中の場合は、更新前の許可通知書（証明書）と
更新申請書（行政庁の受理印のある）の写しを提出して
ください。
※　建設業許可の申請内容（商号・代表者・所在地・業
種・使用人等）に変更があった場合は建設業許可の変更
届出書（様式第22号の2）・廃業届（様式第22号の4）
（行政庁の受理印のある）の写しも提出してください。
※　電子申請で収受印が無い場合はＪＣＩＰの申請・届
出内容画面を印刷したものを提出してください。

経営事項審査の総合評定値
通知書の写し

・申請日現在有効なもので、複数ある場合は最新のも
の。
※総合評定値通知書の有効期間は、審査基準日から１年
７か月です。

書類名

建設業許可通知書の写し又
は許可証明書＜写し可＞
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(ＴＥＬ：０４９３－２１－１４４５、ＦＡＸ：０４９３－２２－４０３１)

建設工事請負個別情報
（様式Ｃ１）

・東松山市に申請するすべての者が対象

経営事項審査の総合評定値
通知書の写し

・申請日現在有効なもので、複数ある場合は最新のも
の。
※　総合評定値通知書の有効期間は、審査基準日から１
年７か月です。

 １２ 東松山市
書類名 摘要

建設工事請負個別情報
＜業種入替用＞（様式Ｂ）

・東松山市に申請するすべての者が対象

東松山市政策財政部契約検査課契約グループ

官公需適格組合証明書の写し
・官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

建設業許可通知書の写し又
は許可証明書＜写し可＞

・申請日現在で有効な全ての業種を含む許可通知書の写
し（証明書）を提出してください。

建設業許可に係る申請書類
の写し
（1）建設業許可申請書
　　　　　（様式第１号）
（2）営業所一覧表
　　　　　（別紙二）

・申請日現在有効な全ての業種・許可区分（般・特）を
含む申請書類の写しを提出してください。（新規・更
新、業種追加、般・特新規）
・許可行政庁の受理印が押印されているもの。受理印が
表紙に押されている場合は表紙も必要です。

※　更新中の場合は、更新前の許可通知書（証明書）と
更新申請書（行政庁の受理印のある）の写しを提出して
ください。
※　建設業許可の申請内容（商号・代表者・所在地・業
種・使用人等）に変更があった場合は建設業許可の変更
届出書（様式第22号の2）・廃業届（様式第22号の4）
（行政庁の受理印のある）の写しも提出してください。
※　電子申請で収受印が無い場合はＪＣＩＰの申請・届
出内容画面を印刷したものを提出してください。

経営事項審査の総合評定値通
知書の写し（組合と組合員の
もの）

・官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

官公需適格組合資格審査数値
計算表（様式Ｃ２）

・官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

東松山市提出書類に関する問合せ先
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官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

 １７ 深谷市
書類名 摘要

建設工事請負個別情報
＜業種入替用＞（様式Ｂ）

深谷市に申請するすべての者が対象

建設工事請負個別情報
（様式Ｃ１）

深谷市に申請するすべての者が対象

経営事項審査の総合評定値
通知書の写し

申請日現在有効なもので、複数ある場合は最新のもの。
（総合評定値通知書の有効期間は、審査基準日から１年
７か月です。）

建設業許可通知書の写し
　又は
許可証明書(写し可)

申請日現在有効な全ての業種を含む許可通知書（証明
書）を提出してください。
３と許可番号・許可区分（般・特）が違う場合は、３に
該当する許可通知書（証明書）も添付してください。

建設業許可に係る申請書類
の写し
（1）建設業許可申請書
　　　　　（様式第１号）
（2）営業所一覧表
　　　　　（別紙二）

申請日現在有効な全ての業種・許可区分（般・特）を含
む申請書類を提出してください。
許可行政庁の受理印が押印されているもの。受理印が表
紙に押されている場合は表紙も必要です。
※更新中の場合は、更新前の許可通知書（証明書）と更
新申請書（行政庁の受理印のある）の写しを提出してく
ださい。
※建設業許可の申請内容（商号・代表者・所在地・業
種・使用人等）に変更があった場合は建設業許可の変更
届出書（様式第22号の2）・廃業届（様式第22号の4）
（行政庁の受理印のある）の写しも提出してください。
※電子申請で収受印が無い場合はＪＣＩＰの申請・届出
内容画面を印刷したものを提出してください。

工事経歴書（様式Ｃ３） 申請工事業種ごとに１枚で提出してください。

官公需適格組合証明書の写
し

深谷市提出書類に関する問合せ先
　深谷市　総務部　契約検査課　契約係
　　ＴＥＬ：048-574-6634　　　ＦＡＸ：048-573-8250

経営事項審査の総合評定値
通知書の写し（組合と組合
員のもの）

官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

官公需適格組合資格審査数
値計算表（様式Ｃ２）

官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。
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・上尾市に申請するすべての者が対象

建設業許可通知書の写し又
は許可証明書＜写し可＞

・申請日現在で有効な全ての業種を含む許可通知書の写
し（証明書）を提出してください。

建設業許可に係る申請書類
の写し
（1）建設業許可申請書
　　　　　（様式第１号）
（2）営業所一覧表
　　　　　（別紙二）

・申請日現在有効な全ての業種・許可区分（般・特）を
含む申請書類の写しを提出してください。（新規・更
新、業種追加、般・特新規）
・許可行政庁の受理印が押印されているもの。受理印が
表紙に押されている場合は表紙も必要です。

※　更新中の場合は、更新前の許可通知書（証明書）と
更新申請書（行政庁の受理印のある）の写しを提出して
ください。
※　建設業許可の申請内容（商号・代表者・所在地・業
種・使用人等）に変更があった場合は建設業許可の変更
届出書（様式第22号の2）・廃業届（様式第22号の4）
（行政庁の受理印のある）の写しも提出してください。
※　電子申請で収受印が無い場合はＪＣＩＰの申請・届
出内容画面を印刷したものを提出してください。

官公需適格組合証明書の写し
・官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

経営事項審査の総合評定値通
知書の写し（組合と組合員の
もの）

・官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

経営事項審査の総合評定値
通知書の写し

・申請日現在有効なもので、複数ある場合は最新のも
の。
※　総合評定値通知書の有効期間は、審査基準日から１
年７か月です。

 １８ 上尾市
書類名 摘要

建設工事請負個別情報
＜業種入替用＞（様式Ｂ）

・上尾市に申請するすべての者が対象

建設工事請負個別情報
（様式Ｃ１）

官公需適格組合資格審査数値
計算表（様式Ｃ２）

・官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

上尾市提出書類に関する問合せ先
上尾市 総務部 契約検査課 契約担当
ＴＥＬ：０４８－７７５－５１１６　　ＦＡＸ：０４８－７７５－９８１９
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 ２２ 戸田市

エコアクション２１の認
証・登録証の写し

・申請日現在､一般財団法人持続性推進機構によりエコア
クション２１を認証されている事業者が対象。
※　ＩＳＯ１４００１を認証されていて、令和5・6年度
建設工事請負等競争入札参加資格審査（更新・新規申
請、申請期間：令和4年10月5日から令和4年11月25日ま
で）の際に共通書類としてその写しを提出している場合
は、提出する必要はありません。

建設工事請負個別情報
＜業種入替用＞（様式Ｂ）

戸田市に申請するすべての者が対象

建設工事請負個別情報
（様式Ｃ１）

戸田市に申請するすべての者が対象

経営事項審査の総合評定値
通知書の写し

書類名 摘要

申請日現在有効なもので、複数ある場合は最新のもの

建設業許可通知書の写し
　又は
許可証明書(写し可)

・申請日現在で有効なすべての業種について提出してく
ださい。
・許可通知書（証明書）の商号・代表者等が現状と異な
る場合、行政庁の受理印のある変更届等の写しを提出し
てください。
※更新中の場合は、更新前の許可通知書（証明書）と行
政庁の受理印のある更新申請書の写しを提出してくださ
い。

建設業許可に係る申請書類
の写し
（1）建設業許可申請書
　　　　　（様式第１号）
（2）営業所一覧表
　　　　　（別紙二）

・申請日現在で有効なすべての業種・許可区分（般・
特）を含む申請書類を提出してください。
・許可行政庁の受理印が押印されているものに限りま
す。受理印が表紙に押されている場合は表紙も必要で
す。
※　更新中の場合は、更新前の許可通知書（証明書）と
更新申請書（行政庁の受理印のあるもの）の写しを提出
してください。
※　建設業許可の申請内容（商号・代表者・所在地・業
種・使用人等）に変更があった場合は建設業許可の変更
届出書（様式第22号の2）・廃業届（様式第22号の4）
（どちらも行政庁の受理印のあるもの）の写しも提出し
てください。
※　電子申請で収受印が無い場合はＪＣＩＰの申請・届
出内容画面を印刷したものを提出してください。

以下の６～８の書類については、【建設業法上の主たる営業所が戸田市内にあり、かつ該当
がある場合】で、令和5・6年度建設工事請負等競争入札参加資格審査（更新・新規申請、申
請期間：令和4年10月5日から令和4年11月25日まで）以降に取得（既に取得していたが左記
の更新・新規申請時に書類の提出をしていなかった場合を含む）している場合に提出してく

ださい。（提出は任意です）
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官公需適格組合資格審査数
値計算表（様式Ｃ２）

官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

戸田市提出書類に関する問合せ先
戸田市 総務部 管財入札課 入札担当
　　　ＴＥＬ：048-441-1800（内線408）　 ＦＡＸ：048-432-8521

経営事項審査の総合評定値
通知書の写し（組合と組合
員のもの）

官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

①申請日現在、従業員100人以下の事業者で「次世代育成
支援対策推進法」に基づく「一般事業主行動計画」を策定
し、都道府県労働局長に届出している場合（行動計画の計
画期間に申請日が含まれるもの）、又は同法13条に基づく
厚生労働大臣の認定を受けている場合が対象。

②申請日現在、従業員100人以下の事業者で「女性の職業
生活における活躍の推進に関する法律」に基づく「一般事
業主行動計画」を策定し、都道府県労働局長に届出してい
る場合（行動計画の計画期間に申請日が含まれるもの）、
又は同法第9条に基づく厚生労働大臣の認定を受けている
場合が対象。

③申請日現在、埼玉県の「多様な働き方実践企業認定制
度」により、認定を受けている事業者が対象。
※　詳細は、埼玉県ホームページ（多様な働き方推進課の
埼玉版働き方改革ポータルサイト）をご覧ください。

書類名 摘要

官公需適格組合証明書の写
し

官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

・協力雇用主の登録に関す
る証明書原本
・保護観察対象者又は更生
緊急保護対象者の雇用状況
が分かる書類

【建設業法上の主たる営業所の所在地が戸田市内にあ
り、かつ該当がある場合のみ提出】

・申請日現在､保護観察所に協力雇用主として登録してい
る事業者が対象です。
・保護観察対象者又は更生緊急保護対象者を、申請日か
ら過去２年以内に３か月以上雇用した場合は、それを証
明できる書類も提出してください。（自社による雇用状
況の証明書原本（書式任意）でも可）
※　各証明書は、申請日前３か月以内に発行したもの。

※次の①から③のうち、２項
目まで申請可能
①厚生労働省（埼玉労働局）
の受理印のある「次世代育成
支援対策推進法」に基づく
「一般事業主行動計画」の写
し、又は認定書の写し

②厚生労働省（埼玉労働局）
の受理印のある「女性の職業
生活における活躍の推進に関
する法律」に基づく「一般事
業主行動計画」の写し、又は
認定書の写し

③多様な働き方実践企業認定
証の写し
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書類名

桶川市提出書類に関する問合せ先
桶川市 総務部 契約管財課 契約・管財係

経営事項審査の総合評定値
通知書の写し

・申請日現在有効なもので、複数ある場合は最新のもの
（総合評定値通知書の有効期間は、審査基準日から１年
７か月です。）

官公需適格組合証明書の写
し

官公需適格組合審査数値計
算表（様式Ｃ２）

官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
※中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
※中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

経営事項審査の総合評定値
通知書の写し（組合と組合
員のもの）

官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
※中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

摘要

建設工事請負個別情報
（様式Ｃ１）

桶川市に申請するすべての者が対象

TEL：０４８－７８８－４９１２【直通】、FAX：０４８－７８６－９８６６

建設工事請負個別情報
＜業種入替用＞（様式Ｂ）

桶川市に申請するすべての者が対象

 ２８ 桶川市



1

2

3

4

5

6

7

8

久喜市 総合政策部 財政課　契約係（ＴＥＬ：０４８０－２２－１１１１）

建設業許可に係る申請書類
の写し
（1）建設業許可申請書
　　　　　（様式第１号）
（2）営業所一覧表
　　　　　（別紙二）

久喜市に申請するすべての者が対象
・許可行政庁の受理印が押印されているもの
・「表紙」及び「別表（別紙二）」の写しのみ提出して
ください。それ以外の添付書類は提出不要です。
※変更があった場合は、「建設業許可変更届」の写しも
提出してください。

経営事項審査の総合評定値
通知書の写し（組合と組合
員のもの）

官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

官公需適格組合資格審査数
値計算表（様式Ｃ２）

官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

官公需適格組合証明書の写
し

官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

久喜市に申請するすべての者が対象
・申請日現在で有効なすべての業種について提出してく
ださい。
・許可通知書（証明書）の商号・代表者等が現状と異な
る場合、行政庁の収受印が押されている変更届等の写し
を提出してください。
※更新中の場合は、更新前の許可通知書（証明書）と行
政庁の収受印が押されている更新申請書の写しも提出し
てください。
※電子申請で収受印が無い場合はＪＣＩＰの申請・届出
内容画面を印刷したものを提出してください。

建設業許可通知書の写し
　又は
許可証明書(写し可)

経営事項審査の総合評定値
通知書の写し

久喜市に申請するすべての者が対象
・申請日現在有効なもので、複数ある場合は最新のもの
（総合評定値通知書の有効期間は、審査基準日から１年
７か月です。）

建設工事請負個別情報
＜業種入替用＞（様式Ｂ）

久喜市に申請するすべての者が対象

建設工事請負個別情報
（様式Ｃ１）

久喜市に申請するすべての者が対象

書類名 摘要

 ２９ 久喜市

久喜市提出書類に関する問合せ先
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官公需適格組合証明書の写
し

官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

経営事項審査の総合評定値
通知書の写し（組合と組合
員のもの）

官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

官公需適格組合資格審査数
値計算表（様式Ｃ２）

官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

北本市提出書類に関する問合せ先

ＴＥＬ：０４８－５９４－５５１３　　　ＦＡＸ：０４８－５９２－５９９７

 ３０ 北本市
書類名 摘要

建設工事請負個別情報
＜業種入替用＞（様式Ｂ）

北本市に申請するすべての者が対象

建設工事請負個別情報
（様式Ｃ１）

北本市に申請するすべての者が対象

北本市 政策推進部 財政課 契約･検査担当
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建設業許可に係る申請書類
の写し
（1）建設業許可申請書
　　　　　（様式第１号）
（2）営業所一覧表
　　　　　（別紙二）

 ３４ 蓮田市
書類名 摘要

建設工事請負個別情報
＜業種入替用＞（様式Ｂ）

・蓮田市に申請するすべての者が対象

建設工事請負個別情報
（様式Ｃ１）

・蓮田市に申請するすべての者が対象

経営事項審査の総合評定値
通知書の写し

・申請日現在有効なもので、複数ある場合は最新のも
の。
（総合評定値通知書の有効期間は、審査基準日から１年
７か月です。）

建設業許可通知書の写し
　又は
許可証明書(写し可)

・申請日現在で有効な全ての業種を含む許可通知書（証
明書）を提出してください。
※4と許可番号・許可区分（般・特）が違う場合は4に該
当する許可通知書（証明書）も添付してください。
・申請日現在で有効なすべての業種・許可区分（般・
特）を含む申請書類を提出してください。（新規・更
新、業種追加、般・特新規）
・（1）は、許可行政庁の収受印が押されているものに限
ります。収受印が表紙に押されている場合は表紙も必要
です。

※更新中の場合は、更新前の許可通知書（証明書）と更
新申請書（行政庁の収受印が押されているもの）の写し
を提出してください。
※建設業許可の申請内容（商号・代表者・所在地・業
種・建設業法施行令第3条に規定する使用人等）に変更が
あった場合は建設業許可の変更届出書（様式第22号の
2）・廃業届（様式第22号の4）（どちらも行政庁の収受
印が押されているもの）の写しも提出してください。
※電子申請で収受印が無い場合はＪＣＩＰの申請・届出
内容画面を印刷したものを提出してください。

工事経歴書（様式Ｃ３）
・申請する業種ごとに提出
※入替後に登録したい業種のみ
※実績がない場合は不要

官公需適格組合証明書の写
し

官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。
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官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

官公需適格組合資格審査数
値計算表（様式Ｃ２）

官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

蓮田市提出書類に関する問合せ先
蓮田市 総合政策部 契約検査課 契約検査担当
ＴＥＬ:０４８-７６８-３１１１（内線２８１）　　　ＦＡＸ:０４８-７６５-１７００

書類名 摘要

経営事項審査の総合評定値
通知書の写し（組合と組合
員のもの）
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建設工事請負個別情報
＜業種入替用＞（様式Ｂ）

　日高市に申請するすべての者が対象

建設工事請負個別情報
（様式Ｃ１）

　日高市に申請するすべての者が対象

官公需適格組合資格審査数値
計算表（様式Ｃ２）

・官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

日高市提出書類に関する問合せ先
　日高市　総合政策部　管財課　契約検査担当
　　ＴＥＬ：０４２－９８９－２１１１（代表）
　　ＦＡＸ：０４２－９８５－４４８６

経営事項審査の総合評定値
通知書の写し

・申請日現在有効なもので、複数ある場合は最新のもの
を提出してください（総合評定値通知書の有効期間は、
審査基準日から１年７か月です。）

建設業許可通知書の写し
　又は
許可証明書(写し可)

・申請日現在で有効なすべての業種について提出してく
ださい。
・許可通知書（証明書）の商号・代表者等が現状と異な
る場合、行政庁の収受印が押されている変更届等の写し
を提出してください。

※更新中の場合は、更新前の許可通知書（証明書）と行
政庁の収受印が押されている更新申請書の写しも提出し
てください。

建設業許可に係る申請書類
の写し
（1）建設業許可申請書
　　　　　（様式第１号）
（2）営業所一覧表
　　　　　（別紙二）

・申請日現在で有効なすべての業種・許可区分（般・
特）を含む申請書類を提出してください。（新規・更
新、業種追加、般・特新規）
・（1）は、許可行政庁の収受印が押されているものに限
ります。収受印が表紙に押されている場合は表紙も必要
です。

※更新中の場合は、更新前の許可通知書（証明書）と更
新申請書（行政庁の収受印が押されているもの）の写し
を提出してください。
※建設業許可の申請内容（商号・代表者・所在地・業
種・建設業法施行令第3条に規定する使用人等）に変更が
あった場合は建設業許可の変更届出書（様式第22号の
2）・廃業届（様式第22号の4）（どちらも行政庁の収受
印が押されているもの）の写しも提出してください。
※電子申請で収受印が無い場合はＪＣＩＰの申請・届出
内容画面を印刷したものを提出してください。

官公需適格組合証明書の写し
・官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

経営事項審査の総合評定値通
知書の写し（組合と組合員の
もの）

・官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

 ３８ 日高市
書類名 摘要



1

2

3

4

5

 ４０ ふじみ野市
書類名

経営事項審査の総合評定値
通知書の写し

摘要

建設工事請負個別情報
＜業種入替用＞（様式Ｂ）

ふじみ野市に申請するすべての者が対象

建設工事請負個別情報
（様式Ｃ１）

ＴＥＬ　０４９－２６２－９０１０　ＦＡＸ　０４９－２６６－６２４５

ふじみ野市に申請するすべての者が対象

ふじみ野市提出書類に関する問合せ先
ふじみ野市　総務部　契約・法務課　契約・検査係

建設業許可に係る申請書類
の写し
（1）建設業許可申請書
　　　　　（様式第１号）
（2）営業所一覧表
　　　　　（別紙二）

・申請日現在で有効なすべての業種・許可区分（般・
特）を含む申請書類を提出してください。（新規・更
新、業種追加、般・特新規）
・（1）は、許可行政庁の収受印が押されているものに限
ります。収受印が表紙に押されている場合は表紙も必要
です。

※更新中の場合は、更新前の許可通知書（証明書）と更
新申請書（行政庁の収受印が押されているもの）の写し
を提出してください。
※建設業許可の申請内容（商号・代表者・所在地・業
種・建設業法施行令第3条に規定する使用人等）に変更が
あった場合は建設業許可の変更届出書（様式第22号の
2）・廃業届（様式第22号の4）（どちらも行政庁の収受
印が押されているもの）の写しも提出してください。
※電子申請で収受印が無い場合はＪＣＩＰの申請・届出
内容画面を印刷したものを提出してください。

・申請日現在で有効なすべての業種について提出してく
ださい。
・許可通知書（証明書）の商号・代表者等が現状と異な
る場合、行政庁の収受印が押されている変更届等の写し
を提出してください。

※更新中の場合は、更新前の許可通知書（証明書）と行
政庁の収受印が押されている更新申請書の写しも提出し
てください。

・申請日現在有効なもので、複数ある場合は最新のもの
（総合評定値通知書の有効期間は、審査基準日から１年
７か月です。）

建設業許可通知書の写し
　又は
許可証明書(写し可)



1

2

3

4

5

6

建設工事請負個別情報
＜業種入替用＞（様式Ｂ）

鳩山町に申請するすべての者が対象です。

 ５０ 鳩山町

建設工事請負個別情報
（様式Ｃ１）

鳩山町に申請するすべての者が対象です。

経営事項審査の総合評定値
通知書の写し

申請日現在有効なもので、複数ある場合は最新のものを
提出してください。
（総合評定値通知書の有効期間は、審査基準日から１年
７か月です。）

建設業許可通知書の写し
　又は
許可証明書(写し可)

・申請日現在有効なすべての業種について提出してくだ
さい。
・許可通知書（証明書）の商号・代表者等が現状と異な
る場合、行政庁の受理印のある変更届等の写しを提出し
てください。

※更新中の場合は、更新前の許可通知書（証明書）と行
政庁の収受印が押されている更新申請書の写しも提出し
てください。

建設業許可に係る申請書類
の写し
（1）建設業許可申請書
　　　　　（様式第１号）
（2）営業所一覧表
　　　　　（別紙二）

・申請日現在で有効なすべての業種・許可区分（般・
特）を含む申請書類を提出してください。（新規・更
新、業種追加、般・特新規）
・（1）は、許可行政庁の収受印が押されているものに限
ります。収受印が表紙に押されている場合は表紙も必要
です。

※更新中の場合は、更新前の許可通知書（証明書）と更
新申請書（行政庁の収受印が押されているもの）の写し
を提出してください。
※建設業許可の申請内容（商号・代表者・所在地・業
種・建設業法施行令第3条に規定する使用人等）に変更が
あった場合は建設業許可の変更届出書（様式第22号の
2）・廃業届（様式第22号の4）（どちらも行政庁の収受
印が押されているもの）の写しも提出してください。
※電子申請で収受印が無い場合はＪＣＩＰの申請・届出
内容画面を印刷したものを提出してください。

書類名 摘要

工事経歴書（様式Ｃ３） 直近２年間で主なものをご提出ください。



7

8

9

摘要

官公需適格組合資格審査数
値計算表（様式Ｃ２）

官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象で
す。

鳩山町提出書類に関する問合せ先
鳩山町　政策財政課　財政・管財・入札担当
ＴＥＬ　０４９－２９６－１２１２　　ＦＡＸ　０４９－２９６－２５９４

官公需適格組合証明書の写
し

官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象で
す。

経営事項審査の総合評定値
通知書の写し（組合と組合
員のもの）

官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象で
す。

書類名



1

2

3

4

5

建設工事請負個別情報
（様式Ｃ１）

横瀬町に申請するすべての者が対象

建設工事請負個別情報
＜業種入替用＞（様式Ｂ）

横瀬町に申請するすべての者が対象

官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

横瀬町提出書類に関する問合せ先
横瀬町 まち経営課 財政担当（ＴＥＬ：０４９４－２５－０１１２）

官公需適格組合証明書の写
し

官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

経営事項審査の総合評定値
通知書の写し（組合と組合
員のもの）

官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

官公需適格組合資格審査数
値計算表（様式Ｃ２）

 ５２ 横瀬町
書類名 摘要



1

2

3

4

5

6

建設工事請負個別情報
＜業種入替用＞（様式Ｂ）

美里町に申請するすべての者が対象

建設業許可に係る申請書類
の写し
（1）建設業許可申請書
　　　　　（様式第１号）
（2）営業所一覧表
　　　　　（別紙二）

建設業許可通知書の写し
　又は
許可証明書(写し可)

・申請日現在で有効なすべての業種について提出してく
ださい。
・許可通知書（証明書）の商号・代表者等が現状と異な
る場合、行政庁の収受印が押されている変更届等の写し
を提出してください。

※更新中の場合は、更新前の許可通知書（証明書）と行
政庁の収受印が押されている更新申請書の写しも提出し
てください。

建設工事請負個別情報
（様式Ｃ１）

美里町に申請するすべての者が対象

経営事項審査の総合評定値
通知書の写し

・申請日現在有効なもので、複数ある場合は最新のもの
を提出してください（総合評定値通知書の有効期間は、
審査基準日から１年７か月です。）

・申請日現在で有効なすべての業種・許可区分（般・
特）を含む申請書類を提出してください。（新規・更
新、業種追加、般・特新規）
・（1）は、許可行政庁の収受印が押されているものに限
ります。収受印が表紙に押されている場合は表紙も必要
です。

※更新中の場合は、更新前の許可通知書（証明書）と更
新申請書（行政庁の収受印が押されているもの）の写し
を提出してください。
※建設業許可の申請内容（商号・代表者・所在地・業
種・建設業法施行令第3条に規定する使用人等）に変更が
あった場合は建設業許可の変更届出書（様式第22号の
2）・廃業届（様式第22号の4）（どちらも行政庁の収受
印が押されているもの）の写しも提出してください。
※　電子申請で収受印が無い場合はＪＣＩＰの申請・届
出内容画面を印刷したものを提出してください。

官公需適格組合証明書の写
し

官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

 ５６ 美里町
書類名 摘要



7

8

経営事項審査の総合評定値
通知書の写し（組合と組合
員のもの）

官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

官公需適格組合資格審査数
値計算表（様式Ｃ２）

官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

美里町提出書類に関する問合せ先
美里町役場　総合政策課　（TEL：０４９５-７６-１１１４）

書類名 摘要



1

2

3

4

5

6

7

8

建設業許可に係る申請書類
の写し
（1）建設業許可申請書
　　　　　（様式第１号）
（2）営業所一覧表
　　　　　（別紙二）

・申請日現在で有効なすべての業種・許可区分（般・
特）を含む申請書類を提出してください。（新規・更
新、業種追加、般・特新規）
・（1）は、許可行政庁の収受印が押されているものに限
ります。収受印が表紙に押されている場合は表紙も必要
です。

※更新中の場合は、更新前の許可通知書（証明書）と更
新申請書（行政庁の収受印が押されているもの）の写し
を提出してください。
※建設業許可の申請内容（商号・代表者・所在地・業
種・建設業法施行令第3条に規定する使用人等）に変更が
あった場合は建設業許可の変更届出書（様式第22号の
2）・廃業届（様式第22号の4）（どちらも行政庁の収受
印が押されているもの）の写しも提出してください。
※電子申請で収受印が無い場合はＪＣＩＰの申請・届出
内容画面を印刷したものを提出してください。

官公需適格組合証明書の写
し

官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

 ５７ 神川町
書類名 摘要

建設工事請負個別情報
＜業種入替用＞（様式Ｂ）

神川町に申請するすべての者が対象

神川町 総務課 庶務担当（TEL：０４９５－７７－２１１４）

官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

官公需適格組合資格審査数
値計算表（様式Ｃ２）

官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

神川町提出書類に関する問合せ先

経営事項審査の総合評定値
通知書の写し（組合と組合
員のもの）

建設工事請負個別情報
（様式Ｃ１）

神川町に申請するすべての者が対象

経営事項審査の総合評定値
通知書の写し

・申請日現在有効なもので、複数ある場合は最新のもの
を提出してください（総合評定値通知書の有効期間は、
審査基準日から１年７か月です。）

建設業許可通知書の写し
　又は
許可証明書(写し可)

・申請日現在で有効なすべての業種について提出してく
ださい。
・許可通知書（証明書）の商号・代表者等が現状と異な
る場合、行政庁の収受印が押されている変更届等の写し
を提出してください。

※更新中の場合は、更新前の許可通知書（証明書）と行
政庁の収受印が押されている更新申請書の写しも提出し
てください。



1

2

3

4

5

6

7

8

建設工事請負個別情報
（様式Ｃ１）

上里町に申請するすべての者が対象

経営事項審査の総合評定値
通知書の写し

・申請日現在有効なもので、複数ある場合は最新のもの
を提出してください（総合評定値通知書の有効期間は、
審査基準日から１年７か月です。）

建設業許可通知書の写し
　又は
許可証明書(写し可)

・申請日現在で有効なすべての業種について提出してく
ださい。
・許可通知書（証明書）の商号・代表者等が現状と異な
る場合、行政庁の収受印が押されている変更届等の写し
を提出してください。

※更新中の場合は、更新前の許可通知書（証明書）と行
政庁の収受印が押されている更新申請書の写しも提出し
てください。

 ５８ 上里町
書類名 摘要

建設工事請負個別情報
＜業種入替用＞（様式Ｂ）

上里町に申請するすべての者が対象

上里町提出書類に関する問合せ先
上里町 総務課 管財契約係（TEL：０４９５－３５－１２３４）

建設業許可に係る申請書類
の写し
（1）建設業許可申請書
　　　　　（様式第１号）
（2）営業所一覧表
　　　　　（別紙二）

・申請日現在で有効なすべての業種・許可区分（般・
特）を含む申請書類を提出してください。（新規・更
新、業種追加、般・特新規）
・（1）は、許可行政庁の収受印が押されているものに限
ります。収受印が表紙に押されている場合は表紙も必要
です。

※更新中の場合は、更新前の許可通知書（証明書）と更
新申請書（行政庁の収受印が押されているもの）の写し
を提出してください。
※建設業許可の申請内容（商号・代表者・所在地・業
種・建設業法施行令第3条に規定する使用人等）に変更が
あった場合は建設業許可の変更届出書（様式第22号の
2）・廃業届（様式第22号の4）（どちらも行政庁の収受
印が押されているもの）の写しも提出してください。
※電子申請で収受印が無い場合はＪＣＩＰの申請・届出
内容画面を印刷したものを提出してください。

官公需適格組合証明書の写
し

官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

経営事項審査の総合評定値
通知書の写し（組合と組合
員のもの）

官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

官公需適格組合資格審査数
値計算表（様式Ｃ２）

官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。



1
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4
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書類名 摘要

建設工事請負個別情報
＜業種入替用＞（様式Ｂ）

 ６０ 宮代町

官公需適格組合証明書の写
し

官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

経営事項審査の総合評定値
通知書の写し（組合と組合
員のもの）

官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

官公需適格組合資格審査数
値計算表（様式Ｃ２）

官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者が対象
 ※ 中小企業等協同組合等の申請書類のページ参照。

宮代町提出書類に関する問合せ先
宮代町 企画財政課 管財担当
ＴＥＬ:０４８０-３４-１１１１（内線２１２）　　　ＦＡＸ:０４８０-３４-７８２０

宮代町に申請するすべての者が対象

建設工事請負個別情報
（様式Ｃ１）

宮代町に申請するすべての者が対象

経営事項審査の総合評定値
通知書の写し

・申請日現在有効なもので、複数ある場合は最新のも
の。（総合評定値通知書の有効期間は、審査基準日から
１年７か月です。）

建設業許可通知書の写し
　又は
許可証明書(写し可)

・申請日現在で有効なすべての業種について提出してく
ださい。
・許可通知書（証明書）の商号・代表者等が現状と異な
る場合、行政庁の収受印が押されている変更届等の写し
を提出してください。

※更新中の場合は、更新前の許可通知書（証明書）と行
政庁の収受印が押されている更新申請書の写しも提出し
てください。

建設業許可に係る申請書類
の写し
（1）建設業許可申請書
　　　　　（様式第１号）
（2）営業所一覧表
　　　　　（別紙二）

・申請日現在有効な全ての業種・許可区分（般・特）を
含む申請書類を提出してください。（新規・更新、業種
追加、般・特新規）
・許可行政庁の受理印が押印されているもの。受理印が
表紙に押されている場合は表紙も必要です。
※　更新中の場合は、更新前の許可通知書（証明書）と
更新申請書（行政庁の受理印のある）の写しを提出して
ください。
※　建設業許可の申請内容（商号・代表者・所在地・業
種・使用人等）に変更があった場合は建設業許可の変更
届出書（様式第22号の2）・廃業届（様式第22号の4）
（行政庁の受理印のある）の写しも提出してください。
※　電子申請で収受印が無い場合はＪＣＩＰの申請・届
出内容画面を印刷したものを提出してください。


